
 
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
八
十
六
号 

労
働
安
全
衛
生
法

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
基

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

 

令
和
八
年
四
月
二
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

労
働
安
全
衛
生
規
則

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 



 

傍
線
部
分
は
改
正
部
分

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

産
業
医
の
選
任
等

 

産
業
医
の
選
任
等

 
第
十
三
条 

略

 

２ 

事
業
者

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
医
を
選
任
し
た
と

遅
滞

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

次
に
掲
げ
る
事
項

第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
等
必
要
な
電
磁
的
記
録
を
添

所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
に
報
告

学
校
保
健
安
全
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号

第
二
十
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る

の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

平
成
十

こ
の
項
及
び
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
お

認
定
こ
ど
も

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含

の
規
定
に
よ
り
任
命

又
は
委
嘱
さ
れ
た
学
校
医

当
該
学
校

同
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

認
定
こ
ど
も
園

法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
お
い
て
産

業
医
の
職
務
を
行

限
り
で
な
い

 

六 

略

 

七 

前
任
者
が
い
る
場
合
は
そ
の
氏
名
及
び

又
は
退
任

以
下

こ
の
条

の
年
月
日 

八 

略

 

３
・
４ 

略

 

５ 

事
業
者

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
し
た
産
業
医
の
辞

任
等
が
あ
つ
た
と
き

遅
滞

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

次
に
掲
げ
る
事
項
を

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

当
該
報
告

後
任
者
の
選
任
に
係
る
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
同
項
第
一
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
の
報
告
を
も
つ
て

代

 

一 

第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項 

第
十
三
条 

略

 

２ 

事
業
者

産
業
医
を
選
任

遅
滞

電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用

次
に
掲
げ
る
事
項

第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ

る
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
等
必
要
な

電
磁
的
記
録
を
添

所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

学
校
保
健
安
全
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号

第
二
十
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る

の
総
合
的
な

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

こ
の

項
及
び
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項

認
定
こ
ど
も

と
い
う

第
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

の
規
定
に
よ
り
任

命

又
は
委
嘱
さ
れ
た
学
校
医

当
該
学
校

同
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合

認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
お
い
て
産
業
医
の
職
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た

限

 

 
 

 

略

 

七 

前
任
者
が
い
る
場
合
は
そ
の
氏
名
及
び

等
の
年
月
日 

 

八 

略

 

３
・
４ 

略

 

新
設

 



 

二 

辞
任
等
が
あ
つ
た
産
業
医
の
氏
名
及
び
辞
任
等
の
年
月
日 

 

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
等

 
第
百
条
の
二 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

厚
生
労
働
大
臣

は
労
働
基
準
監
督
署
長
に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請

の
提
出
及
び
届
出

以
下
こ
の
条

申
請
書
の
提

社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士

法
人

以
下
こ
の
条

若

し
く
は
第
五
項

の
四
か
ら
第
三
十
四
条
の
六

第
三
十

四
条
の

の

の
二
十
一
若

し
く
は
第
九
十
七
条
又
は
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関

す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理

組
織
を
使
用
し
て
社
会
保
険
労
務
士
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を

当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
代
わ
つ
て
行
う
場
合

当
該
社
会
保
険
労
務
士
等
が
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
代
行
す
る
契
約
を
締

結
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
を
当
該
申

請
書
の
提
出
等
と
併
せ
て
送
信

 

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
等

 

第
百
条
の
二 

法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定

厚
生
労
働
大
臣

は
労
働
基
準
監
督
署
長
に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請

の
提
出
及
び
届
出

以
下
こ
の
条

申
請
書
の
提

社
会
保
険
労
務
士
又
は
社
会
保
険
労
務
士

法
人

以
下
こ
の
条

第
三
十
四
条
の
四
か
ら
第
三
十
四
条
の
六

第
三
十
四
条
の

十
四
条
の

の
二
十
一
若
し
く
は
第
九
十
七

条
又
は
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

社
会
保
険
労
務
士
法

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号

第
二
条
第
一
項

第
一
号
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
当
該
申
請
書
の
提

出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
代
わ
つ
て
行
う
場
合

当
該
社
会
保
険
労

務
士
等
が
当
該
申
請
書
の
提
出
等
を
代
行
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と

に
つ
き
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録
を
当
該
申
請
書
の
提
出
等
と

併
せ
て
送
信

 
 

 



 

 
 

 

附 

則 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
省
令

令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

 

経
過
措
置

 

２ 

事
業
者

当
分
の

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る

同
項
の
報
告
に
代

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
当
該
報
告

 


